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令和２年３月 

エコマネジメント長野推進事務局 

（環境エネルギー課） 

 

長野県における地域循環共生圏の取組

長野県環境部環境エネルギー課

SDGs（持続可能な開発目標）は、美しく、誰もが安心して
暮らし続けられる社会をめざし、世界みんなで取り組む目標です

［ 長野県は「SDGs未来都市」です ］

http://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/kensei/soshiki/soshiki/kencho/kankyoene/index.html

 



エコマネジメント長野環境活動レポートの作成に当たって 

 

エコマネジメント長野は、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117

号）第 21 条の規定による、地方自治体に求められている温室効果ガスの排出抑制のため

の実行計画（本県の場合、現在、第５次長野県職員率先実行計画（平成 28～令和２年度）

期間中）を効率的に運用するために導入し、平成 24 年度にＥＡ（エコアクション）21 か

ら衣替えしました。 

 

平成 27 年度までの第４次長野県職員率先実行計画では、職員の節電・省エネが定着し

てきた中で、今後、職員の努力だけでは大きな削減は見込めないという課題が浮き彫りと

なりました。そのため、第５次長野県職員率先実行計画では、これまでの課題を踏まえ、

施設・設備の省エネ化の推進、事務効率化の推進、環境に配慮した事業の推進の３つのテ

ーマごとに取組を推進することとし、特に施設・設備の省エネ化を重点的に取り組んでい

ます。 

この計画における県の事務事業に伴う温室効果ガス排出量の目標は、平成 21 年度を基

準年度とし（78,122ｔ－CO2）、令和２年度において 17％以上（13,281ｔ－CO2 以上）

を削減することとしており、目標の実現のために、省エネルギーの推進や省資源・ごみの

減量化などについて、23 の共通目標を掲げ、エコマネジメント長野を運用しています。 

 

ここにお知らせする平成 30 年度の活動状況において、平成 30 年度の温室効果ガス（CO2）

排出量は、67,590ｔ－CO2 で、基準年度比▲13.5％（10,532ｔ－CO2 の削減）となり、

目標(▲13.5％)を達成しました。これは、A 重油、灯油といった燃料使用量の削減が目標

値を達成したことが大きな原因です。 

なお、本来業務の執行に当たって環境に配慮する取組については、各所属でその特性を

踏まえた目標に取り組み、全体で 139 の目標のうち、74％が達成できました。これは、環

境に配慮する行動を職員一人ひとりが実践し、組織文化になりつつある証です。 

 

第５次長野県職員率先実行計画の取組にあたり、牽引していただいた各所属の管理者を

はじめエコマネジメント長野推進員や内部環境監査を任された職員、そして職員一人ひと

りの皆さんのご理解とご協力に感謝申し上げます。 

 

長野県は 2050 年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにするため、県組織が率先して徹

底した省エネルギーの推進と再生可能エネルギーの普及拡大に取り組んでいます。 

現行計画の最終年度となる令和 2 年度の目標達成に向け、更なるご協力をお願いいたし

ます。 

  

 令和２年３月 

 エコマネジメント長野推進事務局長 

真関 隆 
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○県自らが大規模な事業者であることから、県が実施する全ての事務事業について、地球温暖化防止等の環境

保全のための取組を率先して行う必要 

○県の全ての機関を対象とした温室効果ガス排出量の削減目標と、環境に配慮した行動目標を設定し、環境保

全に配慮した事務事業を推進することを目的とする計画 

○「地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）」に基づく県職員行動計画 

１ 信州省エネ大作戦、エコマネジメント長野を通して、職員の節電・省エネの取組が定着してきており、 

今後、職員の努力だけでは、大きな削減は見込めない。 
 
 
 
 
 

２ 現状の設備更新は、壊れた設備の機能回復が基本で、周辺機器の 

更新等を含めた効果的な省エネルギー対策が不足している。 

３ 行政ニーズの多様化・複雑化により、各所属及び職員一人ひとりに 

求められることが多く、効率的な事務の執行が望まれている。 

４ 環境に配慮した事業を円滑に実施していくためには、必要な制度等の主旨や手続について職員に継続して 

  研修を行う必要がある。 

【第４次計画の基本的事項】 

１ 計画の期間 

平成 23 年度(2011 年度)～平成 27 年度(2015 年度)  

２ 計画対象範囲 

県が実施する事務事業全般 

（県の職員が直接実施または管理するもの） 

３ 温室効果ガス総排出量の削減目標  

基準年度比 10％以上の削減（7,812ｔ-CO2 以上の削減） 

基準年度（平成 21 年度）総排出量：78,122ｔ-CO2 

 

 

第１ 活動内容 

１ 温室効果ガス削減のための「第５次長野県職員率先実行計画」の概要        

県では、率先して温室効果ガスの排出削減等に取り組むため、省資源・省エネルギーな
どの具体的な取組目標を盛り込んだ「第５次長野県職員率先実行計画」（以下、「率先実行
計画」という。）を策定し、実践活動の徹底を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

課題 

計画の趣旨 

第４次計画の取組状況 

〔主な取組〕 
・冷房温度 28℃、暖房温度 19℃の徹底 ・不要時、不要場所の消灯の徹底 
・照明の間引き ・昼休みの完全消灯 ・パソコンのプラグ抜きの徹底 
・緑のカーテンの活用 等 
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電気使用量の推移（全県機関）(万kWh)
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温室効果ガス排出量の推移
（t-CO2）

【評価】 

・温室効果ガス排出量は、H26▲6.5％のため、H27▲

10.0％の目標達成は困難 

【分析】 

・電気使用量は削減目標どおり、順調に削減できている。 

・燃料使用量については、削減傾向にあるが目標の達成に

は至っていない。 

  [原因] 改修による省エネ効果の検討が不十分 

H26 達成目標 ▲10.4％ 実績 ▲5.6％ 

・公用車燃料も使用量が計画どおり削減できていない。 

  [原因] 燃費の向上が不十分 

  H26 燃費 目標 11.7km/ℓ 実績 10.3km/ℓ 

実績 目標

基準年比

H26/H21（％）

H27年度

削減目標（％）

78,122 73,060 ▲ 6.5 ▲ 10.0

電気の使用（kWh） 122,800,792 114,204,329 ▲ 7.0 ▲ 7.0

燃料の使用（公用車分除く）（MJ) 298,529,417 281,863,208 ▲ 5.6 ▲ 13.0

公用車燃料（MJ） 117,287,941 108,367,219 ▲ 7.6 ▲ 20.0

（目標は基準年度比）

H26

温室効果ガス総排出量（トン-CO2）

エネルギー

使用量

H21

〔基準年度〕
項　　目



 

 

 

 

 

 

 

◎効果的な省エネ・自然エネの導入 

◎ESCO 事業の推進 

 

 

 

 

◎整理整頓の徹底 

◎効率的な働き方の推進 

 

 

 

 

◎事業の推進によるグリーン化の推進 

◎事業の実施時の配慮によるグリーン化 

の推進 

 

 

第５次計画の概要 

【基本的事項】 
１ 計画期間  平成 28 年度（2016 年度）～平成 32 年度（2020 年度） 
２ 対象範囲  県が実施する事務事業全般（県の職員が直接実施または管理するもの） 
３ 温室効果ガス総排出量の削減目標 

基準年度比 17％以上の削減（13,281ｔ-CO2 以上の削減） ･･･東京ドーム約５個分      
基準年度（平成 21 年度）総排出量：78,122ｔ-CO2･･･東京ドーム約 32 個分 
削減内訳 施設・設備の省エネ化推進 11,953ｔ-CO2 （90％） 

事務事業の効率化・環境に配慮した事務事業の推進・基本的な省エネ行動 1,328-CO2 （10％） 
電気      8,828ｔ－CO2  18％ 燃料      2,735ｔ－CO2  14％ 
公用車燃料    1,499ｔ－CO2  19％  その他       219t－CO2   13％ 

４ 率先実行計画の推進  省エネルギー・自然エネルギー推進本部の組織で、部局横断的に展開 

１ 効果的な省エネの推進の礎づくり 

（１）省エネ診断等による計画的な改修の推進 

（２）中小規模 ESCO の事業化推進 

２ 計画期間に実施する省エネ化 

（１）道路照明灯の LED 化の推進 

（２）交通信号機及び県庁舎等の LED 化の推進 

（３）看護大学 ESCO 事業の実施 

（４）老朽施設の効果的な省エネ改修・自然エネ導入の推進 

（５）新設施設の省エネ化・自然エネ導入の推進 

 

施設・設備の省エネ化の推進 

事務の効率化の推進 １ 書類やパソコン内ファイルの整理の徹底 

２ 資料の簡素化、配付資料の見直し、効率的な会議の実施 

３ 超過勤務の縮減 

４ サテライトオフィス、在宅勤務、テレビ会議、ペーパレ 

ス会議（タブレット端末の活用）の推進 

５ 保存期限を超過した書類の整理 

※効果的な省エネの推進の礎づくり及び老朽施設の省エネ改修については、ファシリティマネジメント省エネワーキンググループで検討 
（環境エネルギー課、財産活用課、財政課、施設課、環境政策課、建築住宅課） 

 

環境に配慮した事業の推進 
１ 自然エネ導入の推進 

２ 環境配慮契約やグリーン購入の推進  

・県庁及び合同庁舎 グリーン電力の導入を推進 

・公用車への低燃費車の導入の推進 

３ 環境に配慮したイベント開催の推進 

  ・県主催のイベントにおけるカーボンオフセットの推進 

  （全国植樹祭、国民の祝日「山の日」記念全国大会、信州環境フ 

ェア） 

４ 公共工事の環境配慮 

・信州リサイクル製品認定制度の普及拡大 

・県有施設における県産材利用促進 

５ 森林づくりの推進、環境にやさしい農業の推進など 

６ 環境配慮に係る手続の徹底 

※「スマートオフィス推進チーム」を新たに設置し、四半期ごとにテーマを設定して推進するとともに、整理整頓等を組織文化に定着させ
るための方策を検討します。 

（コンプライアンス・行政経営課、人事課、職員キャリア開発センター、情報政策課、情報公開・法務課、財産活用課、環境エネルギー課、

資源循環推進課） 



 

 

 

 

 

１ 効果的な省エネ推進のための礎づくり 

  老朽施設の更新に当たっては、省エネルギーなどの施設の性能向上も合わせて行うことが効果的であり、 

特に、省エネルギーについては、以下の点が必須。 

○該当設備だけでなく施設全体の効率も合わせて検討する。  

○更新に際して、運転方法の適正化を図る。 

○省エネルギー効果の検証を行う。 

（１）省エネルギー診断等による計画的な改修の推進 

   県有施設の中長期修繕・改修計画の策定に当たり、エネルギー多消費施設等については、省エネルギ

ー診断の結果を反映させ、計画的な改修を進める。 

区分 H28 H29 H30 H31 H32 

省エネルギー診断※ ○     

中長期修繕・改修計画の策定 

（省エネ診断の結果を反映させたもの） 
 

    

   ※H29,30 の省エネルギー診断は必要に応じて省エネパトロール隊等を活用。 

（２）中小規模 ESCO の事業化推進 

   ESCO 事業とは、Energy Service Company の略称であり、建物の省エネに関する包括的なサービス

を提供し、今までの環境を低下させることなく省エネルギー化を行い、その結果得られる省エネルギー

効果を保証する事業である。（県の導入実績：H21 ホクト文化ホール、H25 キッセイ文化ホール） 

   ESCO 事業は効果的な省エネルギーが実現できることと効果の検証が行えることから、国の補助制 

度を活用することが期待できる。 

効果的な省エネルギー化を実現するために ESCO 事業を積極的に活用することとし、ESCO 事業研究

会を開催し、中小規模の施設設備の改修にも導入できる自己資金型 ESCO の導入を検討するほか、県内

での ESCO 事業の普及と事業者の育成をめざす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画期間に実施する省エネルギー化 

（１）道路照明灯の LED 化の推進 

   道路照明灯で使用している水銀灯やナトリウム灯を LED 灯に交換する。平成 28 年度は松本･安曇野地 

域へ先行して導入し、平成 31 年度までに、全県へ導入する。 

（２）交通信号機及び県庁舎等の LED 化の推進 

交通信号機については、老朽化した信号機を順次 LED 化する。 

１ 信州省エネ大作戦の展開 節電、省エネルギー 
２ 水、用紙類及び廃棄物の削減、紙と可燃ごみの分別の推進、リサイクルの推進 
３ エコドライブ及びノーマイカー通勤の推進、公共交通機関利用促進ほか 
４ 環境美化活動及び緑化活動の推進 

右図は、民間資金活用型 ESCO の仕組み 

 

ESCO 事業の手法は民間資金活用型と自己資金型が

あるが、自己資金型 ESCO は初期投資を県が負担す

るため、右図の ESCO 事業実施後から返済分がない

図になる。自己資金型 ESCO は初年度の財源確保が

課題だが光熱費削減額の小さい中小規模施設におい

ても ESCO の導入が可能で、トータルでは、金額負

担が少ない。 

 

施設・設備の省エネルギー化 

基本的な省エネルギー・省資源行動の継続 



県庁舎及び合同庁舎等の照明を順次 LED 化する。 

（３）看護大学 ESCO 事業の実施 

老朽化した吸収式冷温水発生装置の更新に合わせ、民間資金活用型の ESCO 事業の実施を検討する。 

（４）老朽施設の効果的な省エネルギー改修の推進 

施設の改修に当たっては、省エネルギー改修を推進する。 

（５）新設施設の省エネルギー化・自然エネルギーの導入の推進 

   新設施設の建設に当たっては、原則として省エネルギー化を図り、自然エネルギーの導入を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ エコマネジメント長野の取組状況                                                

県では、平成 13 年２月に県庁舎において ISO14001 の認証・登録を受け、平成 19 年
５月には、全ての県機関を対象に環境マネジメントシステム「エコアクション２１」を導
入しました。 

そして、約 10 年間の運用経験を踏まえて、取組の実効性・効率性を一層高めるため、
県独自のシステム「エコマネジメント長野」を建築し、平成 24 年４月より運用を開始し
ました。 

率先実行計画に定める目標の達成に向け、具体的な削減目標を設定し、ＰＤＣＡサイク
ルの運用を通じた効果的な進捗管理を行い、地球温暖化対策を始めとする環境保全活動全
般に一体的に取り組むなど、県自らも環境に配慮した事務事業の実施を推進しました。 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

継続的改善
計画の策定

（Plan)

計画の実施（Do)
取組状況の確認及

び評価（Check)

全体の評価と見

直し（Action)

「第５次長野県職員率先実行計画」 

県機関自らの事務事業に伴う環境負荷の低減を図るための計画 

エコマネジメント長野のＰＤＣＡサイクルで進捗管理 

１．環境方針の策定
２．所属別環境目標の策定

・省エネ・省資源の取組

・環境関連施策・環境配慮の取組

３．実施体制の構築
４．教育・訓練の実施
５．実施及び運用
６．エネルギー使用量の調査
７．環境関連法令等の遵守確認
８．緊急事態対応の確認

９．エネルギー使用量の把握・評価
10．目標に対する評価
11．取組結果の公表
12．内部環境監査
13．外部環境監査人からの提言

14．システムの見直し



 
計画の策定 

 

■環境方針の策定 
 

 

■所属別環境目標の策定 

 
知事が決定した環境方針(平成 28 年４月１日付)や業務特

性を踏まえ、部局別に環境方針を策定（４月） 

 
部局別環境方針を踏まえ、所属ごとに環境目標を策定（６

月） 

 
 
 
 
 

計画の実施 

 

■教育・訓練の実施 
 
 
 
 
■実施・運用 
 

 

推進員研修（4 月） 

管理者研修（8 月） 

内部環境監査員研修（９月） 

一般職員研修（各所属で随時） 

 
各所属で目標達成のための取組を実践（4 月～3 月） 
 

 
 
 
 

取組状況の確認・評価 

 

■目標に対する評価 
 
 
 
 
■内部環境監査 
 
 
 
 
■外部環境監査人からの 

提言 

 

 
環境目標について、確認・評価を徹底(2 回/年) 

省エネ・省資源に係る環境目標については半期毎、環境関連施

策に係る目標については適切な時期に確認 

 
 
各所属の取組状況を客観的に確認・評価（10 月～1 月） 

取組の不備があった所属に対して改善を指示するとともに、監

査結果を水平展開 

 
 
外部有識者（環境マネジメントシステム審査人）が、取組

状況全般について提言（２月） 

 
 
 
 

全体の評価と見直し 

 

■システムの見直し 
 

独自システムの運用経験、取組結果、内部環境監査結果、

外部からの提言等を踏まえ、システムを見直し 

 

P 

D 
 

C 

A 



第２ 環境方針 持続可能な地域社会を 将来の世代へ 

 
地球温暖化は、地球上の生物の生存基盤に関わる問題として世界共通の大きな課題となって

います。 

平成 27年 11月末からパリで開催された第 21回国連気候変動枠組条約締約国会議（COP21） 

では、平成 32年以降の温室効果ガス排出量削減の国際的な枠組として、196か国が世界の平均

気温上昇を産業革命前に比べて 2 度未満に抑え、1.5 度以内に向けて努力する、「京都議定書」

に続く新たな目標に合意しました。 

 長野県においては、「地球温暖化対策の推進に関する法律（以下「温対法」という。）」及び「長

野県地球温暖化対策条例」の規定に基づき、長野県全体の温室効果ガス等の削減目標を掲げ

た「環境エネルギー戦略（県地球温暖化防止県民計画）」を策定し、官民一体となった計画的な

取組を推進しています。 

 

 また、県機関では、地球温暖化対策に関する我が国や県の現状やこれまでの県機関の実績等

を踏まえ、温室効果ガス削減のための「第 5 次長野県職員率先実行計画」（以下「第 5 次計画」と

いう。）を推進します。この計画は、温対法第 20 条の３第１項の規定により策定が義務付けられて

いる「地方公共団体事項計画（事務事業編）」であり、県の事務事業の実施に伴い発生する温室

効果ガスの削減や環境負荷低減に向けた取組方針を定めています。 

 

 第５次計画では、主に次の３つのテーマを推進します。 

 １ 施設・設備の省エネルギー化の推進[県の事務事業の実施に伴い発生する温室効果ガスの

排出抑制に直結する取組] 

    県有施設の老朽更新に当たり、施設やシステム全体の効率性を考慮し、省エネ効果を十

分発揮する事業とするよう、計画的に実施するための礎づくり（計画の策定）に取り組みま

す。 

    また、第５次計画期間（H28～H32）の改修工事についても、省エネルギー化の視点を強化

するとともに、自然エネルギーの導入も推進します。 

 ２ 事務の効率化の推進[しごと改革の推進により省エネルギー・省資源につながる取組] 

    整理整頓を徹底するとともに効率的な働き方を推進します。 

 ３ 環境に配慮した事業の推進[地域の豊かな環境の保全及び創造につながる取組] 

    屋根貨し等による太陽光発電や公共工事における環境配慮を推進するほか、環境配慮に

関する手続きについて研修会を開催し、周知徹底します。 

 

 今後も、第5次計画に基づき、全職員が常に温室効果ガス削減と環境配慮の視点を持って事務 

事業に取り組み、率先行動により対炭素社会及び持続可能な社会の実現に貢献します。 

 第５次職員率先実行計画の進捗管理には、エコマネジメント長野を運用し、取組を推進します。 

  

平成 28年４月１日 
                                           長 野 県 知 事  



 
取組を効果的に進めるため、県の全体方針や各部局の業務特性を踏まえ、部局別環境方

針を策定しました。 

 

【危機管理部】              【企画振興部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 
 
 
 

【総務部】                【県民文化部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
【健康福祉部】              【環境部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【産業労働部】              【観光部】 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                
 
 
  
 

 
                       
 

 
 
 



 
【農政部】                【林務部】 
 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
【建設部】                【会計局】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

【企業局】                【議会事務局】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【監査委員事務局】            【人事委員会事務局】 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 
 
 



 
【労働委員会事務局】          【教育委員会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 
【警察本部】 
 
 
 

 

 



第３ 取 組 環境負荷の低減・環境配慮の推進 

 １ 目標の策定                                                 

長野県では、平成 28 年４月に策定した「率先実行計画」に掲げる目標の達成に向け、
全機関で取組を進めました。（表１） 

 

県の事務・事業に伴う温室効果ガス排出量を、平成２７年度までに基準年度（平成２１年
度）比で１０％以上削減する。（7,812 t-CO2 以上の削減 

 

表１ 目標実現のための取組 

取組項目 取組内容 数値目標 

省
エ
ネ
ル
ギ
ー 

(1)省エネルギーの推進 

①電気使用量の削減 基準年度比 18％以上削減 

②燃料使用量の削減 基準年度比 14％以上削減 

③公用車の省エネルギー 

（燃料の削減・低燃費車等の導入） 
基準年度比 19％以上削減 

(2)新エネルギーの導入 

①太陽光エネルギーの活用 - 

②木材のエネルギー利用 - 

③未利用エネルギーの活用 - 

(3)県有施設グリーン化

促進の仕組構築 
①省エネ改修の仕組の構築・運用 - 

省
資
源 

(4)省資源・ごみの減化 

①水道使用量の削減 基準年度比 11％以上削減 

②用紙類の削減 基準年以下とする 

③廃棄物の減量とリサイクル 基準年度比 18％以上削減 

そ
の
他
の
取
組 

(5)職員の環境保全率先

行動 

①ノーマイカー通勤の推進 - 

②環境目標設定と環境保全意識向上 - 

(6)環境配慮契約・グリ

ーン購入推進 

①紙類・文具類・電気製品等の購入 - 

②印刷物の発注 - 

③次世代自動車・低燃費車等の導入 - 

④電力、自動車、建築物改修契約 更新時の 100％導入 

(7)公共工事の発注 

①公共事業の環境配慮 - 

②公共建築物、設備の省エネルギー - 

③公共施設の木・木質 - 

(8)環境に配慮したイベ

ントの開催 

①エコイベントの実施 - 

②会議、研修会等の開催時の環境配慮 - 

(9)庁舎・敷地の環境美

化等 

①庁舎敷地内の緑化、周辺の環境美化 - 

②公共交通案内と駐輪場の整備 - 

【削減目標】 県の事務・事業に伴う温室効果ガス排出量を、令和２年度までに 
基準年度（平成 21 年度）比で 17％以上削減する。（13,281t-CO2 以上の削減） 

（基準年度：平成 21 年度） 



 ２ 所属別環境目標の策定                                                    

表１の目標の達成に向け、各施設・所属ごとに目標を定め進捗管理を行いました。 

環境関連施策の推進及び本来業務における環境配慮に係る主な環境目標は表 2 のとおり

です。 
表２ 環境関連施策・本来業務に係る環境目標（抜粋） 

 

企画振興部 交通政策課

総務部 財産活用課

環境政策課

・光化学オキシダントを除き、大気の環境基準達成率を１００％とする。

自然保護課

資源循環推進課

部局 所属 環境目標

マイカーから公共交通への転換を促し、公共交通の利用促進を図る。

財産活用課では、県庁舎が大規模な消費者、事業者であることの認識の下、平成10年度に「長野県庁の環境保全のための率先実行
計画」を策定して以降、様々な省エネ・省資源の取組みを進めてきました。平成30年度においても、環境に配慮した業務の推進に取組
みます。

・長野県第四次環境基本計画の進捗状況を踏まえ、効果的効率的な事業の構築を図る。
・持続可能な社会の実現に向けて、県民、事業者，ＮＰＯ、行政が手を取りあって、地球温暖化防止などの環境保全の取組を推進し、持
続可能な社会を構築する契機とするため、「信州環境フェア2018」を開催する。

環境部

環境エネルギー課

エネルギー自立地域の確立のため、社会全体の最大電力需要の抑制を目的とする節電・省エネ運動を推進する。
削減目標
長野県の夏の最大電力需要をH22年度比　11％削減 （県機関　20％削減）
長野県の冬の最大電力需要をH22年度比　5％削減（県機関　12％削減）

・産業、業務、交通分野における大規模事業者の温室効果排出量を対29年度△１％
・家庭の省エネサポート事業者を増やし、家庭部門の温室効果ガス排出削減を促進
・国専門機関、大学、企業と連携して適応策の取組を推進

・「世界水準の山岳高原観光地づくり」を進めるため、「山岳の環境保全及び適正利用の方針」に基づき、持続可能な登山道整備等を推
進する。

○中長期の目標
循環型社会形成
1　３Ｒの推進[長野県廃棄物処理計画（第4期）の目標（平成32年度）]
　・一般廃棄物　総排出量　 588千トン
　・産業廃棄物　総排出量4,358千トン
  ２　廃棄物の適正処理の推進
○今年度の目標
長野県廃棄物処理計画（第4期）の重点施策等の推進（県民総参加によるごみ減量化など）
【一般廃棄物３Rの推進】
　・食べ残しを減らそう県民運動～e-プロジェクト～→「食べ残しを減らそう県民運動～e-プロジェクト～」協力店舗数50店舗増（平成29年
度末702店舗）
　・きれいな信州環境美化運動→観光地を含めた県全体をきれいにする環境美化運動を展開　参加人数20万人以上
【産業廃棄物３Rの推進】
 ・産業廃棄物３Rサポート事業の実施→産廃３R実践講習会、産廃3R専門研修会の実施
【廃棄物の不法投棄対策】
 ・立入検査件数年間12,700件以上

再生可能エネルギーを普及促進し、平成30年度末の再生可能エネルギー発電設備容量を285.4万ｋＷとする。

水大気環境課

・排水基準が適用される事業所等への立入検査を実施するとともに、水質測定計画に基づき水質測定を実施し、第四次長野県環境基
本計画に定める水環境保全目標の達成を目指す。

生活排水課

　・下水道等の整備により生活排水の適切な処理を図るため、平成32年度末には、概ね全県に下水道等を普及させる。（平成37年度末
汚水処理人口普及率：99.3％）
　・平成30年度末汚水処理人口普及率：98.4％

・県内３箇所（４処理区）の流域下水道の整備を推進し、適切な維持管理を行う。
・実態にあった下水道計画を策定し、効率的かつ効果的な流域下水道の整備を行う。
・放流水質の確認を毎月行うなど、流域下水道の適切な維持管理を行う。



 

 

産業労働部 産業政策課

山岳高原観光課

観光誘客課

農業技術課

農地整備課

南信州農業改良普及センター

森林づくり推進課

上伊那地域振興局　林務課

環境部

部局 所属 環境目標

　関東経済産業局と連携し、「地域SDGsコンソーシアム」を立ち上げ、社会、環境、経済の三側面の課題に対し、持続可能
な社会構造への転換を図るため、総合的、部局横断的な施策の検討や事業化の検討を行う。

諏訪地域振興局　環境課

工場・事業場等への立入検査を実施し、排水基準の遵守及び浄化槽の適正管理の徹底を図ることにより、諏訪湖の水質
保全を図る。工場・事業場等への立入検査を180件実施する。
また、諏訪湖の生態系及び貧酸素域の拡大に影響を与えているヒシの除去するため、諏訪湖創生ビジョン推進会議による
除去作業に参加し、諏訪湖の水環境の保全を図る。

ばい煙発生施設、一般粉じん発生施設への立入検査及び特定粉じん排出等作業を行う現場への立入検査を行い、良好な
大気環境の保全を図る。
・ばい煙発生施設、一般粉じん発生施設への立入検査を200件実施する。
・特定粉じん排出等作業を行う全現場への作業前の立入検査を行う。

国内有数の自然環境である霧ヶ峰の草原景観を守るため、霧ヶ峰自然環境保全協議会が実施する自然保全再生作業へ
参加する。（９回/年）

ごみの減量に向け、チャレンジ800の推進、残さず食べよう！30･10運動、食品ロスを減らす運動及びレジ袋削減県民スクラ
ム運動を関係機関、市町村及び消費者の会と連携して取組む。

○目標達成の手段
　
　造林補助事業及び県営事業等による搬出間伐の実施
　ペレットボイラー及びペレットストーブの導入支援
　

○実施スケジュール
事業実施：平成30年４月～平成31年３月

清らかな水や空気を育み、土砂災害や地球温暖化を防止し、木材等の林産物を供給するなど、多面的な機能を果たす森林
を健全な姿で次代に引き継ぐため、信州の森林づくり事業等により民有林13,000haの間伐等を目標として、計画的な森林
整備の推進を行うことで、森林の多面的機能の高度発揮に寄与する。長野県　第二種特定鳥獣管理計画（第4期ニホンジカ
管理）に基き、計画的な被害防除、個体数管理等を関係機関と連携のもとに推進し、自然環境への影響及び農林業被害の
軽減を図る。とりわけ、捕獲しづらくなっているニホンジカを持続的にかつ効果的に捕獲するためのシカの行動把握調査によ
る情報収集、体制構築を図るための関係者との情報共有を図る。
・　（一社）長野県猟友会との打合せ
・高度捕獲者育成事業における育成プログラム等の検討会議の開催（２回）
・林野庁、環境省、関係市町村との連携会議への参加による情報共有（６回）

信州の豊かな自然環境と調和し、持続性の高い農業を促進するため、環境にやさしい農業の普及及び面的拡大を図りま
す。
また、日常業務において、常に温室効果ガスの排出削減と環境配慮の視点をもって業務に取り組み、率先行動により低炭
素社会及び持続可能な社会の実現に貢献します。

　[南信州地域]における
　・信州の環境にやさしい農産物認証面積　50ha
　・エコファーマー新規認定件数　　10件、再認定件数　10件

観光部

長野県観光の強みである豊かな自然や美しい景観を未来に向け保全・継承しながら、そこに暮らす人も訪れる人も「しあわ
せ」を感じられる世界水準の山岳高原リゾートに向けた観光地域づくりに取り組む。

豊かな観光資源である「自然」を守り、そこに暮らす人も訪れる人も「しあわせ」を感じられる世界水準の山岳高原リゾートに
向けた観光地域づくりに取り組む。

〇ＧＡＰに関連した研修会等の開催
　産地の情報交換とＧＡＰ実践のレベルアップを図る研修会を開催し、環境保全型農業直接支払交付金の
要件となっているＧＡＰの取組に関する理解醸成を図ります。
　・ＧＡＰアカデミーの開催
　

〇環境にやさしい農業推進研修会の開催
　環境にやさしい農業技術現地実証事業の取組成果や、既に信州の環境にやさしい農産物認証等を取得して
いる生産者による取組事例の発表により、環境にやさしい農業に対する生産者の機運醸成を向上させ、取組拡大を図りま
す。
　・環境にやさしい農業推進研修会の開催　１２月

○小水力発電関係
　・農業用水を活用した小水力等発電施設の普及を図るため、市町村、土地改良区等職員を
   対象とした研修会を開催するとともに、各種イベントに参加してＰＲを行う。
○農地・農業用水関係
　 農地の多面的機能の維持・増進を図るため、農業者等が共同して取り組む地域活動や、農
   地・水路・農道等の保全活動を支援するとともに、農村環境を保全する取組の拡大を図りま
   す。（目標40,000ha)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市まちづくり課

施設課

建設部 長野建設事務所

企業局 企業局本庁

高校教育課

教学指導課

部局 所属 環境目標

○「信州リサイクル製品」利用工事を３件実施する。
○特定建設資材廃棄物の再資源化を推進する。
○河川愛護団体、信州ふるさとの道ふれあい事業（アダプトシステム）の活動団体に対する支援を行う。
○長野マラソンコース及び沿道の清掃を実施し、環境美化を推進する。（職員30名程度参加）
○県産木材を利用し、信州の気候に合った、省エネルギーで環境にやさしい、長寿命で高品質な住宅の
 　普及の推進を図る。環境配慮型住宅普及促進事業を推進する。

（中長期の目標）
・豊かな自然と美しい景観の保全と育成の推進
・環境に対する関心が高まる中、信州の豊かな自然を守り、美しい景観を保全し、後世に伝えるための取組を進める。
（今年度の目標）
・街路事業、都市公園事業等において、「長野県公共事業等環境配慮推進要綱」及び「建設部公共事業環境配慮方針」に基づ
き、環境配慮の推進を図る。
・既存都市公園の長寿命化により施設の延命を図るとともに、市町村の都市公園事業を支援し緑豊かなまちづくりを推進する。

工事発注における設計図書で、適用する基準に｢長野県建設リサイクル推進指針｣を明示し、かつ、工事着手時に現場から排
出される産業廃棄物の計画数量及び処理方法を施工者から提出してもらい、再資源化の計画をチェックする。
（再資源化となっていなければ、内容を確認して指導する。）
　また、工事しゅん工時に実施状況を確認し、計画時との整合等を確認する。
　実施スケジュールは、現場毎に工期がことなるため、個々に対応する。

建設部

県警本部 県警本部（全体）

信号機の電球を省エネルギー効果の高いLED電球に切り替える（新設信号機を含む）。

光ビーコンを設置する（更新を含む）。

無許可処理業、不法投棄等の悪質行為の撲滅を図るため、関係機関との連携による継続的な取締りを行う。

（電気事業）
　効率的な水力発電事業を実施し、作業溢水電力量を10,121千kWh以下にする。
　年間発生電力量（目標）に対し、2.87％とする（前年比0.03％削減）
（水道事業）
　企業局の水道工事等に係る計画・設計・実施の各段階において、「企業局環境配慮指針」に基づき、環境に配慮すべき項目
（実施対象項目）のうち90％以上を実施する。

教育委員会

・高等学校に対し、会議等で環境に関する意識啓発を行う。
・コピー室におけるコピー枚数を昨年実績以下とする。

環境教育に携わる指導者の養成や、自然・環境に関する探究学習の推進をとおして、児童・生徒の環境に対する興味・関心を
深める。



 

 

 

 ３ 環境目標の達成状況                                           
 

（１）省エネルギー・省資源に係る環境目標 

平成 30 年度の省エネルギー・省資源に係る環境目標の達成状況は、表３のとおりです。 

燃料使用量及び用紙類削減、廃棄物削減の項目については、平成 29 年度に比べＡ評価の割

合が増加しました。 

表３ 省エネルギー・省資源に係る環境目標の達成状況 

 

（２）環境関連施策・本来業務に係環境目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
表４ 環境関連施策・本来業務に係る 

環境目標の達成状況

環境関連施策の推進・本来業務における環境

配慮の取組の推進に関する環境目標を、各所属

で設定し取組を進めました。全体で 139 項目の

目標が設定され、そのうち A 評価が 104 項目、

全体の 74％となりました。B 評価と合わせると

95％となり、前年度と同じ結果となりました。 

なお、達成状況は表４のとおりです。 

A 評価 目標を完全に達成した（達成割合 100％） 

B 評価 目標を一部達成した（達成割合 75～99％） 

C 評価 目標を一部達成した（達成割合 50～74％） 

D 評価 目標を一部達成した（達成割合 1～49％） 

E 評価 目標を全く達成することが出来なかった（達成割合 0％） 

A評価

74%

B評価

21%

C評価

4%

D評価

1%



 

 4 日常業務における省資源・省エネルギー活動                              

平成 30 年度の温室効果ガス排出量、電気及び化石燃料などのエネルギー使用量、上水道、用紙

類の使用量、可燃ごみ排出量などの結果は以下のとおりです。 

平成 30 年度の温室効果ガス排出量は、67,590 t-CO2 で、平成 29 年度と比較して 2.9％減少し、

基準年度（平成 21 年度）比では 13.5％減少しました。流域下水道処理場からの排出量は、39,309ｔ

-CO2で、基準年度（平成21 年度）比では11％増加しました。また、原単位では１％減少しました。 

全体的なエネルギーの使用量は減少し、平成 30 年度の目標値である「基準年度比 13.5％削減」

を達成しました。 

項目別でみると、燃料の使用（公用車を除く）、可燃ごみの排出量は平成 30 年度の目標を達成し 

ましたが、その他の項目についてはより一層の取組が必要です。 

 

 (1) 温室効果ガス排出量等全般について                                 

※平成 29 年度の各項目の数値は、集計に誤りがあったため修正しました。 

（参考）排出係数一覧 

   

 

 

H26 H27 H28 H29 H30
H32

目標値

78,122 73,060 69,903 70,845 69,597 67,590 64,841

76,469 71,077 67,370 68,834 67,767 65,825 -

その他 1,654 1,982 2,533 2,011 1,830 1,765 -

- ▲ 6.5 ▲ 10.5 ▲ 9.3 ▲ 10.9 ▲ 13.5 -

- ▲ 8.0 ▲10 ▲10 ▲11.7 ▲ 13.5 ▲ 17

（エネルギー使用量等内訳）

122,800,792 114,204,329 110,398,682 110,749,632 109,431,833 107,237,575 100,696,649

- ▲ 7.0 ▲ 10.1 ▲ 9.8 ▲ 10.9 ▲ 12.7 -

- ▲ 5.6 ▲7.0 ▲ 9.2 ▲ 11.4 ▲ 13.6 ▲ 18

298,529,417 281,863,216 252,495,327 267,626,141 266,505,091 246,081,747 256,735,299

- ▲ 5.6 ▲ 15.4 ▲ 10.4 ▲ 10.7 ▲ 17.6 -

- ▲ 10.4 ▲13 ▲13.2 ▲13.4 ▲ 13.6 ▲ 14

117,287,941 108,367,219 104,200,142 107,563,348 100,781,115 105,789,293 95,003,232

- ▲ 7.6 ▲ 11.2 ▲ 8.3 ▲ 14.1 ▲ 9.8 -

- ▲ 16 ▲20 ▲ 12.8 ▲ 14.3 ▲ 15.9 ▲ 19

172,823 193,687 201,858 201,774 196,540 217,053 172,823以下

- 12.1 16.8 16.8 13.7 25.6 -

- 基準年度以下 基準年度以下 基準年度以下 基準年度以下 基準年度以下 基準年度以下

872,538 836,031 860,616 866,353 844,151 878,125 776,558

- ▲ 4.2 ▲ 1.4 ▲ 0.7 ▲ 3.3 0.6 -

- ▲ 8.0 ▲10.0 ▲3.4 ▲ 5.3 ▲ 7.2 ▲ 11

1,324 1,227 1,219 1,182 1,187 1,137 1,085

- ▲ 7.3 ▲ 7.9 ▲ 10.7 ▲ 10.3 ▲ 14.1 -

- ▲ 24.0 ▲30.0 ▲ 9.9 ▲ 11.9 ▲ 14.0 ▲ 18

削減目標

可燃ごみ排出量(ﾄﾝ)

実績（平成21年度比）

削減目標

用紙類使用量(千枚)

実績（平成21年度比）

削減目標

上水道使用量(m３)

実績（平成21年度比）

エネルギー起源CO2

実績（平成21年度比）

削減目標

電気の使用（kWh)

実績(平成21年度比）

削減目標

燃料の使用(公用車分除く）（MJ)

実績(平成21年度比）

削減目標

公用車燃料（MJ）

実績(平成21年度比）

削減目標

温室効果ガス排出量(t-CO2)

第5次計画期間

項　　　　　目
H21

（基準年度）

第4次計画期間

排出量係数区分

軽油

ジェット燃料

LPG

灯油

都市ガス

ガソリン

電気（一般）

電気（その他）

A重油

2.32ｔ-CO2/kl

3.00ｔ-CO2/ｔ

9.97MJ/ｋWh 0.378ｔ-CO2/千ｋWh

2.49ｔ-CO2/ｋｌ

2.71ｔ-CO2/ｋｌ

36.7MJ/ｌ 2.46t-CO2/kl

38.2MJ/ｌ 2.62t-CO2/kl

9.97MJ/ｋWh 0.602ｔ-CO2//千ｋWh

41.1MJ/1.000N㎥ 2.11t-CO2/1.000N㎥

50.2MJ/ｋｇ

34.6MJ/ｌ

39.1MJ/l

熱量換算係数

36.7MJ/l



 

【温室効果ガス排出量の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
【流域下水道別温室効果ガス排出量及び原単位】 

 

 

【CO2 排出量】         【処理水量】          【１㎥あたりの CO2 排出量】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H21 H30 H21比 H21 H30 H21比 H21 H30 H21比

諏訪湖 15,867 16,398 1.03 38,037,292 38,176,946 1.00 0.417 0.430 1.03

千曲川下流 8,237 7,154 0.87 16,174,940 17,833,530 1.10 0.509 0.401 0.79

千曲川上流 8,697 13,469 1.55 14,443,947 19,430,679 1.35 0.602 0.693 1.15

犀川安曇野 2,643 2,288 0.87 7,151,848 8,748,291 1.22 0.370 0.262 0.71

合　計 35,444 39,309 1.11 75,808,027 84,189,446 1.11 0.468 0.467 1.00

温室効果ガス排出量

（t-CO2/年）
処理水量（㎥/年）

1㎥当たりの温室効果ガス排出量

（kg/㎥）処理場

46,240 45,377 43,890 44,128 43,590

18,504 18,246
16,318 17,316 17,219

7,975 7,865
7,557 7,805 7,347

74,076 73,060
69,899 70,845 69,597

0

20,000

40,000

60,000

80,000

H25 H26 H27 H28 H29

その他

公用車

燃料

電気

合計

38,037

16,175
14,444

7,152

38,177

17,834 19,431

8,748

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

諏訪湖 千曲川下流 千曲川上流 犀川安曇野

H21 H30

（千㎥）

0.417 

0.509 

0.602 

0.370 

0.430 

0.401 

0.693 

0.261 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

諏訪湖 千曲川下流 千曲川上流 犀川安曇野

H21 H30

（kg/㎥）

(千 t-CO2) 

45,377 43,894 44,128 43,591 42,737

18,246
16,318 17,316 17,218 15,848

7,865
7,557 7,805 7,347

7,631

1,573
2,134

1,596
1,441

1,374

73,060

69,903
70,845

69,597 67,590

0

20,000

40,000

60,000

80,000

H26 H27 H28 H29 H30

その他

公用車

燃料

電気

合計

15,867 

8,237 
8,697 

2,643 

16,398 

7,154 

13,469 

2,288

0

4,000

8,000

12,000

16,000

諏訪湖 千曲川下流 千曲川上流 犀川安曇野

H21 H30

（t-CO2）

下水道管接続完了件数が 

増えたことにより増加 



 

 (2) 電気使用量について                                           

基準年度比▲12.7％となり、平成 30 年度の削減目標▲13.6％を達成することができませんでし

たが、前年度と比べると 2.0％減少しています。これは、節電対策「信州省エネ大作戦」に県機関

として率先的に取り組む等、各所属の意欲的な削減努力の効果です。 

電気使用量は温室効果ガス排出量の約６割以上を占めているため、少しの工夫の積み重ねが、大

きな成果につながります。 

平成 30 年度は基準年度と比較して、約 1,556 万 kWh 削減することができました。金額に換算

すると、約１億 9,761 万円の削減となります。（12.7 円/kWh※で試算） 

※H30 県庁舎、合同庁舎における平均単価 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          【電気使用量の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【知事部局】 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(千 kWh) 

58,052 58,356 58,386 55,971 55,089 52,439 52,272 51,387

13,997 13,497 13,515
13,841 13,888

13,556 13,431 13,117

25,179 24,355 24,161
23,619 23,010

22,536 23,071 22,997

25,573 24,570 23,656
22,979 22,217

21,868 21,976 21,929

122,801
120,778 119,718 116,410

114,204
110,399 110,750 109,430

0

40,000

80,000

120,000

H21 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

警察本部

教育委員会

企業局

知事部局

合計

H21 Ｈ22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
H21比
増減率

H30-H21
H29比
増減率

H30-H29

122,800,792 123,350,180 120,778,050 119,718,490 116,409,653 114,204,329 110,398,682 110,749,632 109,431,833 107,237,575 ▲12.7% ▲ 15,563,217 ▲2.0% ▲ 2,194,258

知事部局 58,051,921 58,700,787 58,356,210 58,386,210 55,970,861 55,089,254 52,438,787 52,272,184 51,386,690 50,241,828 ▲13.5% ▲ 7,810,093 ▲2.2% ▲ 1,144,863

企業局 13,996,785 13,801,857 13,497,244 13,515,383 13,841,178 13,887,967 13,556,191 13,430,877 13,116,828 13,193,835 ▲5.7% ▲ 802,950 0.6% 77,007

教育委員会 25,178,737 25,687,998 24,354,621 24,160,584 23,618,745 23,009,760 22,535,585 23,070,607 22,999,537 22,615,440 ▲10.2% ▲ 2,563,297 ▲1.7% ▲ 384,097

警察本部 25,573,350 25,159,537 24,569,975 23,656,313 22,978,870 22,217,348 21,868,119 21,975,964 21,928,777 21,186,472 ▲17.2% ▲ 4,386,878 ▲3.4% ▲ 742,305

区分

内訳

電気使用量

（単位：kWh）

建設事務所管内の道路照明灯の 

LED 化により減少 

 

県警の信号機及び 
庁舎の LED 化により 
減少 

H21 H29 H30
H21比
増減率

H30-H21
H29比
増減率

H30-H29

58,051,921 51,386,690 50,241,828 ▲13.5% ▲ 7,810,093 ▲2.2% ▲ 1,144,863

11,897,521 9,530,522 9,470,927 ▲20.4% ▲ 2,426,594 ▲0.6% ▲ 59,594

20,991,290 20,688,009 20,404,087 ▲2.8% ▲ 587,203 ▲1.4% ▲ 283,921

14,006,832 12,002,527 11,936,359 ▲14.8% ▲ 2,070,474 ▲0.6% ▲ 66,169

11,156,278 9,165,633 8,430,455 ▲24.4% ▲ 2,725,823 ▲8.0% ▲ 735,178

内訳

県庁・合庁

建設部現地機関

単独現地機関

指定管理者施設

知事部局

区分



 

 
【電気使用量の推移】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

【企業局】 

 

 

 

 

 

 

【電気使用量の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,898 9,700 9,560

20,991
20,573 20,688

14,007

12,218 11,973

11,156

9,780 9,166

58,052

52,272
51,387

0

20,000

40,000

60,000

H21 H28 H29

指定管理者施設
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庁舎内の照明、ロードヒーティングが大半を占めるが、 
ロードヒーティングは削減効果が表れにくい 

指定管理施設の 

節電努力による成果 

H21 H29 H30
H21比
増減率

H30-H21
H29比
増減率

H30-H29

13,996,785 13,116,828 13,193,835 ▲5.7% ▲ 802,950 0.6% 77,007

12,779,825 12,071,229 12,222,806 ▲4.4% ▲ 557,019 1.3% 151,577

1,216,960 1,045,599 971,029 ▲20.2% ▲ 245,931 ▲7.1% ▲ 74,570

区分

企業局

内訳
水道管理事務所

発電管理事務所

発電管理事務所において
は、空調設備機能向上など

により減少 



 

【教育委員会】 

 

 

 

 

 

 

【電気使用量の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【警察本部】 

 

 

 

 

 

【電気使用量の推移】 
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信号 781 灯を LED 化及び、 

警察署、交番等の照明を LED 化 

H21 H29 H30
H21比
増減率

H30-H21
H29比
増減率

H30-H29

25,178,737 22,999,537 22,615,440 ▲10.2% ▲ 2,563,297 ▲1.7% ▲ 384,097

18,878,634 16,950,544 16,622,463 ▲12.0% ▲ 2,256,171 ▲1.9% ▲ 328,081

2,852,398 3,032,846 3,185,490 11.7% 333,092 5.0% 152,644

3,447,705 3,016,147 2,807,487 ▲18.6% ▲ 640,218 ▲6.9% ▲ 208,660

区分

高等学校

教育委員会

特別支援学校

その他

内訳

H21 H29 H30
H21比
増減率

H30-H21
H29比
増減率

H30-H29

25,573,350 21,928,777 21,186,472 ▲17.2% ▲ 4,386,878 ▲3.4% ▲ 742,305

9,666,322 9,818,326 9,381,964 ▲2.9% ▲ 284,358 ▲4.4% ▲ 436,361

15,906,968 12,110,452 11,804,507 ▲25.8% ▲ 4,102,461 ▲2.5% ▲ 305,944

区分

警察本部

内訳
庁舎内の照明等

信号機等交通安全設備



 

 (3) 燃料使用量について                                           

  平成 30 年度は基準年度比▲17.6％（前年度比▲7.7％）の減少となり、削減目標（▲

13.6％）を達成することができました。 

平成 30 年度は暖冬だったことや、取組による成果もあり、全体的に減少しました。 

 
主な庁舎燃料の使用量の推移 

 

 

 

 

 

 

主な庁舎燃料の増減率の推移 

 

                                              

 

      

 

 

 

 

 

〈各燃料の特徴〉             

【温室効果ガスの燃料別内訳】            
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-20

-10
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20

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

A重油

灯油

都市ガス

○ジェット燃料油 
ヘリコプターの燃料に使用されています。飛行回数によって使用量が増加します。 

 
○ＬＰＧ 

液化石油ガスは、ボイラーや湯沸器（家庭用機器）等に使用されています。 

（％） 

○Ａ重油 
空調や道路維持管理等で使用され、特に冬場はロード

ヒーティングによる使用量が増加します。また、温室効
果ガスの排出係数が他の燃料に比べ高いです。 
 
○灯油 

庁舎燃料の約半分以上を占め、主に空調設備の熱源や
ストーブに使用されています。 
 
○都市ガス 

主に空調設備の熱源や湯沸器等に使用しています。ま
た、温室効果ガスの排出係数が他の燃料に比べると低い
ため、Ａ重油や灯油から都市ガスへの燃料転換が図られ
ています。 
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-15
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H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

A重油 灯油 都市ガス

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

1,665,928 1,785,510 1,733,432 1,696,780 1,463,947 1,706,518 1,183,765 1,337,299 1,415,892 1,147,415

- 7.2% 4.1% 1.9% ▲12.1% 2.4% ▲28.9% ▲19.7% ▲15.0% ▲31.1%

4,538,768 4,815,613 4,745,827 4,620,216 4,341,479 4,032,204 3,913,607 4,130,936 4,046,781 3,704,994

- 6.1% 4.6% 1.8% ▲4.3% ▲11.2% ▲13.8% ▲9.0% ▲10.8% ▲18.4%

1,071,725 1,222,946 1,186,623 1,191,858 1,117,264 1,045,689 958,085 1,011,488 1,012,601 1,045,765

- 14.1% 10.7% 11.2% 4.2% ▲2.4% ▲10.6% ▲5.6% ▲5.5% ▲2.4%

区分

A重油（Ｌ）

H21比

灯油（Ｌ）

H21比

都市ガス（㎥）

H21比



 

【A 重油】 

A 重油は、前年度比▲19.0％となっています。 

全体の使用量のうち、知事部局が約８割以上を占めています。その約４割が建設部現地機関によ

る道路維持の融雪（ロードヒーティング等）によるものですが、暖冬の影響もあり減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            【教育委員会使用量内訳】 

 【A 重油使用量の推移】                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               【知事部局使用量内訳】 
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1,257,329 1,183,543 940,227 ▲25.2% ▲ 317,102 ▲20.6% ▲ 243,316

207,456 238,291 191,331 ▲7.8% ▲ 16,125 ▲19.7% ▲ 46,960

496,500 472,100 378,720 ▲23.7% ▲ 117,780 ▲19.8% ▲ 93,380

553,373 473,152 370,176 ▲33.1% ▲ 183,197 ▲21.8% ▲ 102,976

359,585 218,349 192,688 ▲46.4% ▲ 166,897 ▲11.8% ▲ 25,661

136,280 86,732 79,945 ▲41.3% ▲ 56,335 ▲7.8% ▲ 6,787

149,406 103,717 93,643 ▲37.3% ▲ 55,763 ▲9.7% ▲ 10,074
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【灯油】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【教育委員会使用量内訳】 

                                      

【灯油使用量の推移】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【知事部局使用量内訳】 

県庁・合庁

1%
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1,588,695 1,166,048 1,166,718 ▲26.6% ▲ 421,977 0.1% 670

102,956 17,438 16,436 ▲84.0% ▲ 86,520 ▲5.7% ▲ 1,002

146,919 216,545 245,313 67.0% 98,394 13.3% 28,768

1,338,820 932,065 904,969 ▲32.4% ▲ 433,851 ▲2.9% ▲ 27,096
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現地機関）などの使用量が多い 

ストーブの稼働時間の減少 



 

【都市ガス】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【都市ガス使用量の推移】                【教育委員会使用量内訳】 
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659,113 606,642 635,898 ▲3.5% ▲ 23,214 4.8% 29,256

255,663 326,367 366,724 43.4% 111,061 12.4% 40,357
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104,763 84,197 78,952 ▲24.6% ▲ 25,811 ▲6.2% ▲ 5,245
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【知事部局使用量内訳】 

県庁・合庁

58%

建設部現地機関

5%

その他

37%

主に暖房、給湯に

使用 



 

2,956
2,824

2,630

393

258

256

3,349

3,082
2,886

0

1,000

2,000

3,000

H21 H28 H29

軽油

ガソリン

合計

 (4) 公用車燃料について                                              

公用車燃料の使用量は、基準年度比▲9.8％（前年度比 5％）と増加し、平成 30 年度の削減目標

（▲15.9％）には届きませんでした。目標の達成に向けてエコドライブによる燃費向上、公用車の

効率的な利用等、更なる取組の推進が必要です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【公用車燃料の推移】                   【ガソリン・軽油燃費】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

【所属別ガソリン使用量】            【所属別軽油使用量】 
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30,104,942 28,945,141 28,310,307 ▲6.0% ▲ 1,794,635 ▲2.2% ▲ 634,834
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５ 施設・設備の省エネルギー化の推進                                   

県では、県有施設の老朽化に伴う更新に当たり、施設やシステム全体の効率性を考慮し、
省エネ効果を十分に発揮するよう、計画的に実施するための礎づくり（計画の策定）に取
り組んでいます。 
 また、第５次計画期間（H28～32）の改修工事についても、省エネルギー化の視点を強
化するとともに、自然エネルギーの導入も推進しています。 

 

（１）交通信号機及び道路照明灯のLED 化の推進                                         

 老朽化した信号機や道路照明灯を順次 LED 化しています。 
 平成 30 年度に実施した内容は以下のとおりです。 

 

 ア 交通信号機の LED 化 

平成 30 年度 LED 化更新件数 

区分 件数 

交差点の箇所数 85 

灯器数 

車両用 369 

矢印 34 

歩行者用 378 

合計 781 

電球式の全 LED 化進捗状況                （H31.3.31 現在） 

区分 
車灯 

歩灯 合計 
車灯 矢印 合計 

LED 14,828 3,370 18,198 12,754 30,952 

電球式 7,411 263 7,674 6,644 14,318 

合計 22,239 3,633 25,872 19,398 45,270 

※平成 15 年度から LED 化を開始 

 

イ 道路照明灯の LED 化 

  平成 28 年度から 30 年度の 3 か年で全県へ導入しました。 

平成 30 年度は、諏訪、伊那、飯田、木曽、大町、須坂、長野、北信建設事務所管内の道路照

明灯の LED 化を進めました。 

導入前の照明灯の種類 ３か年導入灯数 うち H30 年度導入分 

水銀灯 3,293 2,486 

ナトリウム灯 7,558 4,851 

合計 10,851 7,337 

 

（２）県有施設の照明LED 化推進事業                                               

経済的な優位性も考慮した施設の効果的な省エネを県が率先して推進するため、県有施
設（県庁西庁舎を除く）の照明器具について、以下のとおり LED 化することとしました。 
 

庁舎関係の照明器具数（概数）                                  （単位：台） 

蛍光灯 180,446 誘導灯 7,317 

電球 17,406 合計 205,169 



 

＜LED 化計画＞ 
平成 29 年度に実施した長野県警察所管施設における LED 化のための調査設計業務を踏まえ、平

成 30 年度は LED の交換工事を実施し、82 施設の交換工事が完了しました。 

 

本事業の概要及び利益の見込み 

※県の利益(15 年間)算出には、業者選定に係る費用、詳細設計委託料等を踏まえ算出 

 

（３）ESCO 事業の推進                                                

熱源設備等の更新にあわせてエネルギーマネジメントシステムや LED 照明等を導入し、
総合的な省エネルギー事業を実施し、温室効果ガスの削減に取り組んでいます。 

看護大学では、吸収式冷温水発生装置を４機設置していますが、老朽化が進み、不具合
が発生していたため、設備更新の手法として ESCO 事業を導入することとしました。平成
28 年度はプロポーザルを実施し、請負業者としてアズビル株式会社が選定されました。平
成 29 年度には、請負業者と省エネルギーサービス契約を締結し、照明の LED 化、トイレ
への人感センサーの設置、節水器具の導入等の工事を実施しました。平成 30 年度は熱源
システムのハイブリッド化、空調機やポンプのインバータ化、BEMS 装置等を導入し、ESCO
事業に係る省エネルギー改修工事が完了しました。 

看護大学 ESCO 事業の概要 

区分 エネルギー削減率 CO2 削減率 
光熱水費 

削減予定額 

省エネルギー 

メニュー 

看護大学 

ESCO 事業 
40.0％ 40.0％ 14,042 千円 

・熱源システムの 

ハイブリッド化 

・LED 照明の導入 

・中央監視装置の導入 等 

 

 

 

 

 

区分 県警(第１期) 

対象施設 104 

交換照明器具数 10,487 台 10 年間…① ５年間…② 計(①+②) 

電気料金等削減額（年） 39,214 千円 392,135 千円 196,068 千円 588,203 千円 

リース料（年） 36,990 千円 369,896 千円 － 369,896 千円 

電気料金等削減額-リース料 2,224 千円 22,239 千円 196,068 千円 218,307 千円 

温室効果ガス排出削減量 498t-CO2/年 4,980 t-CO2 2,490t-CO2 7,470t-CO2 

県の利益(15 年間)の見込み

※ 
208,549 千円 



 

 ６ 環境に配慮した事業の推進                                           

   県では、環境に配慮して事業を推進し、地域の豊かな環境の保全及び創造につなげています。 

  推進に当たっては、「エコマネジメント長野」等の職員を対象とした研修を活用し、周知を強化し

ています。 

   環境に配慮した事業の推進における平成 30 年度の取組結果は、以下のとおりです。 

 

（１） 環境に配慮した契約やグリーン購入の推進                                                  

「長野県グリーン購入推進方針」等に基づき、環境に配慮した購入や契約を行っています。 

  ア 長野県グリーン購入推進方針に基づく調達状況 

  (ア)電力 

県庁及び合同庁舎等においてグリーン電力の導入を推進しています。グリーン電力とは、一般的

に風力、太陽光、バイオマス（生物資源）などの自然エネルギーにより発電された電力のことをさ

します。 

対象施設（契約電力 50kw 以上の施設）の電力供給契約件数 160 件のうち、147 件において長

野県グリーン購入推進方針に基づく調達を実施しました。 

（イ）公用車 

公用車を更新する際、ハイブリッド車の導入基準を設け、全ての車両に次世代自動車、低燃費・

低公害自動車の導入を推進しています。県庁においては、率先的にハイブリッド車や電気自動車を

導入しています。 

 

区 分 H30 導入台数 公用車所有状況 

県機関 

（企業局を除く） 
ハイブリッド車６台 所有数 1,391 台（うちハイブリッド車 55 台） 

企業局 ハイブリッド車１台 
所有数 43 台（うちハイブリッド車 4 台、電気自

動車 1 台） 

 
イ 信州リサイクル製品率先利用方針に基づく使用状況 

 

「信州リサイクル製品率先利用方針」に基づき、「信州リサイクル製品認定制度」で認定された製

品の率先的な購入を行っています。 

「信州リサイクル製品認定制度」では、民間団体と県が協力して「信州リサイクル製品普及拡大

協議会」を設立し、県内で発生した廃棄物を利用し、県内の事業所で製造加工され、所定の品質や

安全性の規定を満たすリサイクル製品を「信州リサイクル製品」として認定しています。 

また、さらなる普及拡大についても取り組んでいます。 



 

信州リサイクル製品公共工事等使用状況 

区分 
品目名 

(リサイクル資材のみ) 
認定 

製品数 
使用 

製品数 
施行 

箇所数 
使用金額
（円） 

リサイクル資材 

再生路盤材 21 13 69 36,702,910 

コンクリート 
二次製品 

19 11 38 43,556,404 

木質ボード 3 0 0 0 

再・未利用木材 
利用資材 

1 0 0 0 

弾性舗装用ブロック 0 0 0 0 

木質系舗装材 0 0 0 0 

吹込用 
繊維質断熱材 

1 0 0 0 

再生砂 1 1 10 1,432,080 

リサイクル製品 - 14 2 18 19,114,155 

合計 60 27 135 100,805,549 

 

（２） 環境に配慮したイベントの開催                                        

1,000 人以上の参加者が見込まれるイベントは、「長野県エコイベント実施方針」及び「長野県

エコイベント実施要綱」に基づいて開催し、周辺の自然環境の配慮や、省資源・省エネルギー、廃

棄物の排出抑制に努めています。 

また、長野県が主催又は主体的に関わるイベントにおいて、カーボンオフセットを推進していま

す。 

規模の小さいイベント、会議や研修会の開催においても、実施方針に準じて取り組み、参考とな

る優良な取組については、周知します。 

 

長野県エコイベント実施方針の規定に基づくイベント一覧 
エコイベント数： 18 件   

イベント名称 担当所属 

体験と学びの環境博～信州環境フェア 2018～ 環境政策課 

第 43 回全国高等学校総合文化祭 全国高等学校総合文化祭推進室 

2018 環境フェア in 佐久 佐久地域振興局環境課 

2018 スカイフェスティバル in 松本 松本空港管理事務所 

動物愛護フェスティバル 2018 イン小諸 動物愛護センター 

農大祭 農業大学校 

農業試験場・果樹試験場・病害虫防除所一般公開 農業試験場 

信州チャレンジスポーツ DAY 2018 体育センター 

文化祭 松代高等学校 

二葉祭 諏訪二葉高等学校 

ペン祭 伊那北高等学校 

弥生祭 伊那弥生ヶ丘高等学校 



 

風越祭 飯田風越高等学校 

桔梗祭 塩尻志学館高等学校 

松工祭 松本工業高等学校 

双蝶祭 松本美須々ヶ丘高等学校 

とんぼ祭 松本深志高等学校 

第 70 回ぎんが祭 松本蟻ヶ崎高等学校 

 
うち、カーボンオフセット実施イベント数：１件 

体験と学びの環境博～信州環境フェア 2018～ ２t-CO2 

 

（３） 公共事業の環境配慮の推進                                        
 

ア 長野県公共事業等環境配慮制度の推進 
  「長野県経協事業等環境配慮推進要綱」の規定に基づき、県の公共事業のうち、環境影響評価制

度の対象とならない事業について、環境に配慮した事業となるよう取り組んでいます。 

長野県公共事業等環境配慮推進要綱の規定に基づく環境配慮書（案）の提出件数 

  土地改良事業等 建築事業 合計 

提出件数（件） ４ １ ５ 

 

イ 県有施設における県産材利用促進 
  「長野県内の公共建築物・公共土木工事等における県産材利用方針」の規定に基づき、公共建

築物の整備に当たっては、可能な限り木造化又は内装木質化を図っています。 

 

公共工事における木材の利用実績                       （単位：ｍ3）
 

区分 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

公
共
土
木
工
事 

農業土木 153 231 206 252 351 197 326 74 42 22 

林業土木 7,381 4,383 6,026 7,271 6,496 4,905 4,784 3,477 4,870 2,774 

土木建設 2,212 1,084 860 1,444 2,510 1,180 1,127 1,053 3,313 6,567 

計 9,746 5,698 7,092 8,967 9,357 6,282 6,237 4,604 8,225 9,363 

公共施設等 
建築工事 

10,265 10,531 17,324 9,461 12,374 12,486 8,650 8,191 8,392 7,073 

合 計 20,011 16,229 24,416 18,428 21,731 18,768 14,887 12,795 16,617 16,436 

うち県事業関係 11,988 11,789 19,278 12,724 9,863 9,016 8,207 7,878 9,137 6,826 

 

 

 
 
 
 



 

第４ 率先取組事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人感センサーで消し忘れを防止人感センサーで消し忘れを防止 

 

 

電子黒板を 

 

電子黒板を 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

◇篠ノ井高校・大阪事務所：LED 化 

 

◇教育政策課：電子黒板の積極的利用 

 

◇南信発電管理事務所  

 

 

 

 

 

 

 

 

◇東北信運転免許課： LED の導入 

 

視環境改善のために増設する蛍光灯を LED に 

 

人感センサーで消し忘れを防止 

消費電力削減 

維持管理費の削減 

消費電力の少ない LED 照明 

電気代を削減 

 

“電子黒板” 

資料修正による再印刷の手間、カ

ラーコピー、コピー用紙の削減 



 

◇松本農業改良普及センター：整理整頓による業務の効率化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備品リスト

No. 車名 No. 配置 品目 数量 係 担当
- 35-2

洗剤 1 畜産
袋に入ったゴミ 作物
【黄ｺﾝﾃﾅ】畔ｼｰﾄ 4ﾛｰﾙ 作物
【黄ｺﾝﾃﾅ】玉PPテープ 作物
【黄ｺﾝﾃﾅ】輪ゴム 4袋 作物
【ｺﾝﾃﾅ】90ℓ袋 10 庶務
【段ﾎﾞｰﾙ】電子はかり（園振協） 野菜
育苗バット 2 野菜
【緑の袋】プラ支柱 20本 野菜
マイカ線（巻いてある） 1 作物
マメがら1巻き 1 作物
麦用追肥一発（20ｋｇ） 3 作物
硫安（20ｋｇ） 3 作物
風さやか専用（青袋20kg) 2.5袋 作物
風さやか専用（白袋20kg) ４袋 作物
ＢＢ　Ｃ０４６号 2 作物
Ｊ硫安 １０ｋｇ 作物
小麦一発肥料 １０ｋｇ 作物
しなの培養土１号 １ｋｇ 作物
ＮＫＣ201（20ｋｇ） 4.5 作物
天然サポニン粕（ﾅﾒｸｼﾞ忌避？） 野菜
パワー培土（野菜） ５ｋｇ 野菜

1

右

備品・資材 管理者駐車場公用車

奥

71ファミリアバンAT

◇須坂建設事務所：冷暖房削減 

会議室を仕切り、 

冷暖房費の削減 

  

 

パーテーション 

整理・整頓により物を探

す時間を削減 

エクセルシートで

備品を管理 

ビニールカーテン 



 

 

 

上小地域発！エコマネジメント長野 

～ブログで環境配慮の取組を世界へ発信～ 

 

環境課で実施しているイベント・行事のほか、上小地域における環境に配慮した各種取組を、上

田地域振興局のブログ「じょうしょう気流」で紹介しています。 

身近な環境問題について、多くの写真を用いて読み易く分かり易く掲載することにより、興味を

持ってご覧いただけるよう工夫しています。 

平成30年度は、ブログを約30回発信し、大勢の方々からアクセスをいただいています。 

 

※長野県魅力発信ブログ「じょうしょう気流」のカテゴリー「環境課」を 

ご覧ください。 

https://blog.nagano-ken.jp/josho/kankyo 

 

 

2019.01.25 エコドライブしよう～上小地域で見つけた

「アイドリング・ストップ」の看板 

 

 

 

 

 

 

2019.01.21 上小地域発！ごみの無い世界の実現を祈る 

お地蔵さん「ごみ無し地蔵」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.12.04 チャレンジ800～長野県は一人一日あたりごみの排出量少なさ日本一！！ 

2018.11.30 一人ひとりの行動でごみ減量を実現しよう～３回の環境フェアと石けん 

 

◇上田地域振興局環境課：ブログ発信 
 

 

いいね！

5374 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

EXCEL のマクロ等を活用して、現地機関等のエネルギー使用量等の集計業務の効率化、エコマネジメン

ト長野事務局における温室効果ガス排出量の算出や各種法令報告業務の省力化を実施 

◇木曽地域振興局総務管理課・小諸商業高校：エネルギー使用量等の推移グラフ化 

 

◇川中島水道管理事務所：見える化による情報共有・意識啓発 

 

意識向上 

見える化 

◇環境エネルギー課：エコマネジメント長野におけるエネルギー使用量等の集計業務の効率化 

 

 効率化事業 

 

様式の改正 

・自動入力、エラーチェック機能 

・記載事項の取捨選択 

システム化 

・定型業務の自動、省力化 

・業務の最適化、マニュアル化 

 

想定される効果 

環境課１箇所当たりの削減時間 

８時間 

省力化による人件費削減額 

約 140万円 



 

第５ その他 

 

 １ エコマネジメント長野 実施機関一覧                                    
  

 



 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 組織改正の概要                                                
H26.4 本庁部局の再編 11 部局（82 課室）→12 部局（78 課室） 

H26.10 
銀座 NAGANO オープン 

東京観光情報センター 廃止 

H27.4 

本庁部局の再編 11 部局（80 局課室） 

木曽看護専門学校、飯田食肉衛生検査所 廃止 

北佐久農業高等学校と臼田高等学校が合併→佐久平総合技術高等学校 

H28.4 

本庁部局の再編 12 部局（85 局課室） 

伊那技術専門校→南信工科短期大学校 

飯山高等学校に飯山北高等学校が併合 

大町高等学校と大町北高等学校が合併→大町岳陽高等学校 

H29.4 本庁部局の再編 12 部局（86 局課室） 

H30.4 本庁部局の再編 12 部局（86 局課室） 



 

【写真紹介】 

国連気候変動枠組条約第 25 回締約国会議(COP25)ジャパンパビリオンにおけるプレゼン資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エコマネジメント長野 環境活動レポート 

平成 30 年度版 

 

令和２年３月発行 

 

編集・発行 長野県環境部環境エネルギー課 

〒380-8570 

長野県長野市大字南長野字幅下 692-2 

代表電話  026-232-0111（内線 2730） 

直通電話  026-235-7209 

 

長野県における地域循環共生圏の取組

長野県環境部環境エネルギー課

SDGs（持続可能な開発目標）は、美しく、誰もが安心して
暮らし続けられる社会をめざし、世界みんなで取り組む目標です

［ 長野県は「SDGs未来都市」です ］

http://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/kensei/soshiki/soshiki/kencho/kankyoene/index.html

3

基本目標

持続可能で低炭素な環境エネルギー地域社会をつくる

経済は成長しつつ、エネルギー消費量と温室効果ガス排出量の削減が進む経済・社会

デカップリング

国と県の経済成長と温室効果ガス
総排出量の比較
（2006年度＝100）

県温室効果ガス
総排出量

85

95

105

2006 08 10 12 14 16

県内
総生産

国内総生産

全国温室効果
ガス総排出量

長野県の温室効果ガス排出量の推移と削減目標

FY 1990

[Base Year]

FY 2010 FY 2015 FY 2020

[Short-term goal]

FY 2030

[Mid-term goal] FY 2050
[Long-term goal]

２０１３年度比

全国 ▲ 6.0%

長野県 ▲ 17%

FY 2050
[Long-term goal]

(1,000 tons)

２０１３年度比

全国 ▲ 26%

長野県 ▲ 36%

14,710

16,891
15,301

13,300

10,300

3,000

4,000

8,000

12,000

16,000

（千トン
-CO2）

30％Compared to FY1990

-30% Compared to FY1990

-80%

２０１３年度比

全国 ▲ 80%

長野県 ▲ 82%

森林
吸収

12/6

実質ゼロ
宣言

Compared to FY1990

-10%

長野県における地域循環共生圏の取組（実質ゼロ宣言）

ゼロカーボン宣言を踏まえ

地方政府として、今こそ将来世代の生命を
守るため、気候変動対策としての「緩和」と
「適応」の二つの側面から取組んでいく

地域循環共生圏の国際展開に向けて

具体的な方策

・植樹と都市緑化の推進
・エネルギー自立分散型で災害に強い地域づくり
・気候変動に対応した総合的な治水対策
・エコツーリズム等で魅力を世界に発信

台風第19号による長野県の被害状況

国際展開に向けて

自治体間の国際ネットワークや、自治体間
の連携の仕組みづくりの推進、
国の支援を期待

長野県における地域循環共生圏の取組（脱炭素社会）

長野県

都 会

脱炭素社会づくりとSDGs

応援料の
提供・交流

ソーラー
マッピング

Re100、
SBT企業等

建築物環境
エネ検討制度

地域主導型再生
可能エネルギー
事業支援

低炭素杯2016 ベスト長期目標賞

環境エネルギー戦略（２０１３－２０２０）

温室効果ガス排出量削減
2030年：1990年比-30％

地域再生可能エネルギー国際会議

長野宣言：１００％再生可能エネルギー地域の実現

SDGs未来都市に選定

省エネ 再エネ

主な取組

事業者
計画書制度

企業局の水力
電気を都市へ
販売

２０１７

G20関係閣僚会合に合わせ長野宣言
各国の地方政府等と連携して

自立・分散型の社会づくり推進を呼かけ

２０１９

２０１３


